
マイナンバーカード出張申請サポート業務委託 

受託候補者の特定について（プロポーザル審査結果） 

 

 

 令和５年８月２５日に実施したマイナンバーカード出張申請サポート業務委

託プロポーザル審査委員会における審査の結果、下記の最高得点者を受託候補

者として特定し、ここに公表する。 

 

 

１．受託候補者名称 

  株式会社エイジェック 福岡オフィス 

 

２．特定理由 

  最高得点を得たため 

  



 

配
点

株
式
会
社
エ
イ
ジ
ェ
ッ
ク

福
岡
オ
フ
ィ
ス

A
B

C
D

方
針
及
び
基
本
的
な
考
え
方

事
業
へ
の
理
解
・
知
識

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
事
業
内
容
及
び
、
カ
ー
ド
の
申
請
率
向
上
と
い
う
目
的

に
関
す
る
理
解
・
知
識
が
十
分
に
あ
る
か
ど
う
か
。

2
5

2
2

1
8

1
9

2
1

2
2

適
切
で
円
滑
な
出
張
先

の
決
定

早
期
に
効
果
的
な
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
す
べ
く
、
事
業
者
等
と
の
調
整
や
開
拓
に
よ
り
、
円
滑

な
出
張
先
の
決
定
が
で
き
る
よ
う
、
説
得
力
の
あ
る
具
体
的
な
方
針
等
が
提
案
さ
れ
て
い
る
か
。

7
5

6
6

5
1

5
7

4
8

6
0

周
知
方
法

市
民
に
広
く
周
知
す
る
適
切
な
方
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
か
。

5
0

3
8

3
6

3
2

3
0

3
6

サ
ポ
ー
ト
の
運
営
手
法

市
民
の
利
便
性
や
分
か
り
や
す
さ
に
配
慮
し
た
具
体
的
か
つ
効
果
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
運
営
手
法
等
が

示
さ
れ
て
い
る
か
。

5
0

3
8

3
8

3
8

3
4

3
8

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

個
人
情
報
保
護
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
提
案
と
な
っ
て
い
る
か

2
5

2
2

1
9

1
8

2
0

2
0

申
請
率
向
上
の
施
策

申
請
率
向
上
の
効
果
的
な
施
策
が
提
案
さ
れ
て
い
る
か
。

7
5

6
3

5
1

4
8

4
8

6
0

人
員
体
制

円
滑
な
業
務
遂
行
の
た
め
、
十
分
な
実
施
体
制
・
人
数
が
確
保
さ
れ
、
従
事
す
る
者
の
教
育
・
研
修
体

制
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

5
0

4
6

3
6

3
8

3
4

4
2

ト
ラ
ブ
ル
対
応

市
民
か
ら
の
苦
情
や
機
器
の
障
害
等
の
発
生
時
に
お
け
る
迅
速
か
つ
的
確
な
解
決
の
た
め
の
提
案

が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

2
5

2
1

1
8

1
9

1
8

1
7

業
務
実
績

7
5

7
5

3
0

7
5

3
0

7
5

価
格
点

5
0

4
5

4
5

4
5

4
5

5
0

5
0
0

4
3
6

3
4
2

3
8
9

3
2
8

4
2
0

書 類 審 査

類
似
業
務
の
実
績
が
豊
富
で
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
あ
る
か
。

適
切
な
事
業
経
費
の
見
積
と
な
っ
て
い
る
か
。

合
計

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
業
務
委
託
審
査
基
準

評
価
項
目

評
価
内
容

業
務
の
実
施
計
画
・
方
法

業
務
実
施
体
制


